
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ このＱ＆Ａは、現行の輸出物品販売場制度に関するＱ＆Ａです。 

・ なお、本制度は、令和７年度税制改正により令和８年11月１日以降、「リファンド

方式」へ移行します。 

・ 「リファンド方式」について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページの

「リファンド方式特設サイト」に掲載しているＱ＆Ａやリーフレットをご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月 

国税庁消費税室 

輸出物品販売場制度に関するＱ＆Ａ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 文中、文末引用の条文等の略称は、次のとおりである。 

  

消法 ··················· 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号） 

消令 ··················· 消費税法施行令（昭和 63 年政令第 360 号） 

消規則 ················· 消費税法施行規則（昭和 63 年大蔵省令第 53号） 

改正令 ················· 消費税法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第

114 号） 

電子帳簿保存法 ········· 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存

方法等の特例に関する法律（平成 10 年法律第 25号） 

電子帳簿保存法規則 ····· 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存

方法等の特例に関する法律施行規則（平成 10 年大蔵省令

第 43 号） 

消基通 ················· 消費税法基本通達（平成７年 12月 25 日付課消２－25 ほか

４課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊） 
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（複数の販売場に係る届出書の提出） 

問62 複数の販売場等について、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法

等の届出書」の提出をまとめて行うことは可能ですか。 ························ 42 
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１ 手続委託型輸出物品販売場制度の概要 
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問156 免税購入対象者へ免税販売を行う際、商品の値引きを行いました。この場合

の購入記録情報の記録項目である単価や販売価額について教えてください。 ···· 113 

 

（複数の物品に適用される値引き） 

問157 特定の商品を組み合わせて購入した場合に適用される値引きや販売総額から

の値引きについてどのように対応すればよいですか。 ························ 113 

 

（端数処理） 

問158 購入記録情報の価額等の各記録項目は、整数値で送信することとされていま

すが、計算の過程で生じる１円未満の端数はどのように処理すればよいですか。

 ········································································ 114 


